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管轄

 都内の特別区２３区，２６市５町８村

－本庁管内２４保護区（２３の特別区及び島部保護区）

－立川支部管内９保護区

（①八王子，②町田，③日野・多摩・稲城（日野市，多摩市，稲城市），④西多摩（青梅市，羽村市，瑞穂町，福

生市，日の出町，あきる野市，檜原村，奥多摩町），⑤北多摩東（武蔵野市，国分寺市，小金井市，三鷹市），⑥北
多摩西（武蔵村山市，東大和市，昭島市，立川市，国立市） ，⑦調布狛江（調布市，狛江市），⑧府中，⑨北
多摩北（清瀬市，東村山市，東久留米市，西東京市，小平市）

 管内に３３保護区が設置されている。

東京保護観察所本庁
千代田区霞が関１－１－１中央合同庁舎６号館

東京保護観察所立川支部
立川市緑町６－３ 立川第二法務総合庁舎２階

組織及び保護観察の実施体制

（１）組織図

首席保護観察官 統括保護観察官

保護観察官
一般職員

社会復帰調整官

支部長

首席社会復帰調整官

統括保護観察官

統括社会復帰調整官

保護観察官
庶務・会計係長
一般職員等

企画調整課長補佐

所長

次長

（企画調整課）
・人事，庶務，会計，広報
・保護司の選考，表彰・栄典
・犯罪予防活動の助長
・更生保護に関する各種団体との連絡
調整

・犯罪被害者への相談・支援

（処遇部門）
・保護観察（地区・施設）
・生活環境調整（地区・施設）
・更生緊急保護
・所在不明対象者の調査
・引致・留置
・専門的処遇プログラム
・社会貢献活動
・保護者会
・薬物事犯者家族会・引受人会
・就労支援関係業務
・恩赦
・関係機関との連携業務
・保護司研修
・更生保護施設の指導助言等

（社会復帰調整官室）
・医療観察制度に関する事務

企画調整課長

民間活動支援専門官

保護観察官

社会復帰調整官

統括社会復帰調整官

 
2



地区担当官（２４人）

保護観察（地区居住者）

矯正施設収容中の者の生活環
境調整

保護司研修・保護司会活動の
支援等

各地区関係機関・団体等との
連絡調整

事件管理班（10人）
事件管理（立件等），事件統計，交通講習，恩赦，
所在不明対象者の調査，所在発見時の引致・留置等

※この他，犯罪被害者等施策担当の保護観察官を企画調整課に配置

就労支援班（5人）
協力雇用主の開拓・登録・支援，ハローワーク等関
係機関・団体との調整，就職相談会・セミナー等の
開催，就労奨励金・各種就労支援メニューの手続等

特別処遇実施班（6人）
性犯罪者処遇プログラム（グループ），社会貢献活
動の実施，社会貢献活動先の開拓・調整等，保護者
会の実施

薬物施策担当班（6人）
薬物再乱用防止プログラム（グループ），家族会・
引受人会，精神保健福祉センター・ダルク等関係機
関・団体との調整等

民間活動支援専門官室（6人）
保護司組織の活動支援，更生保護ボランティアの育
成（研修等），犯罪予防活動の促進

施設担当官（１２人）

保護観察（更生保護施設等入
所者）

矯正施設収容中の者の生活環
境調整（施設帰住希望者）

更生緊急保護，特別調整，

更生保護施設の指導助言等

組織及び保護観察の実施体制

（２）保護観察の実施体制（本庁）

年間取扱件

保護観察処分少年 ２，２５８

少年院仮退院者 ６５７

仮釈放者 ２，５６４

保護観察付執行猶予者 １，１１８

総数 ６，５９７

保護観察事件，生活環境調整事件及び更生緊急保護事件の状況

【保護観察年間取扱件数（平成２８年（速報値））】

（単位：人）

【生活環境調整年間取扱件数（平成２８年（速報値））】

年間取扱件数

刑事施設収容者 １３，０９２

少年院収容者 ６９４

総数 １３，７８６

【更生緊急保護事件の受理人員（平成２８年（速報値））】

（単位：人）

受理人員

刑の執行終了者（満期釈放者等） ８３８

保護観察付執行猶予未確定者 ２９

単純執行猶予者 １２７

起訴猶予者 ２６１

その他 ８４

総数 １，３３９

（注１）婦人補導院仮退院者の実績は，過去５年間で平成２６年に１件のみ。
（注２）保護観察付一部猶予者は，平成２９年７月１日現在で４件係属している。
（注３）「年間取扱件数」とは，①前年から引き続いている保護観察事件数と，②当年に新たに受理した保護観察事件数の合計である。

（単位：人）

（注）「その他」は，刑の執行免除，罰金・科料，労役場出場・仮出場，少年院退院・仮退院満了である。

（注）「年間取扱件数」とは，①前年から引き続いている生活環境調整事件数と，②当年に新たに受理した生活環境調整事件数の合計である。
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保護司等民間協力者及び民間団体の状況

3,503 3,473 
3,505 3,486 3,518 

3,000

3,200

3,400

3,600

【保護司の人員の推移（各年１月１日現在）】

充足率
（％）

80.1 79.4 80.1 79.7 80.4

女性数
（人）

1,137 1,116 1,123 1,116 1,135

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

• 管内の保護司定数は４，３７５人（管内３３保護区に配属）
• 保護司人員：３，５１８人（うち女性：１，１３５人）
• 充足率（保護司人員／保護司定数）：８０．４％
• 平均年齢：６４．１歳

（１）保護司の状況（平成２９年１月１日現在）

保護司定数 4,375

【保護司の年齢構成比（平成２９年４月１日現在）】

40歳未満

1.0%
40～49歳

6.7%

50～59歳
19.7%

60～69歳
42.1%

70歳以上

30.5%

保護司等民間協力者及び民間団体の状況

◆ 更生保護サポートセンター
• 保護司会が，地方自治体や公的団体の施設等の一部を借り，更生保護活動を行う拠点として設置。

• 経験豊富な保護司の中から指名された企画調整保護司が配置されて活動しており，保護観察対象者や
家族との面接場所の提供，関係機関・団体との連絡協議，保護司相互の処遇協議や情報交換，保護司
の活動等に関する地域への情報発信などを実施。

• 東京保護観察所管内では，２１地区保護司会が更生保護サポートセンターを設置（平成２９年４月１日現
在）。

＊ ２１地区（大田，町田，日野・多摩・稲城，港，北，世田谷，中野，板橋，練馬，墨田，葛飾，江戸川，
西多摩，八王子，北多摩西，杉並，府中，荒川，江東，豊島，足立）

区役所の庁舎内に設置 面接室 事務室

（例）豊島区更生保護サポートセンター
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• 管内には２４地区会（大学主体の学域ＢＢＳ会を含む）が組織されており，会員数は３１３人。
• 主な活動内容は，

ともだち活動（＊）
保護観察を受けている少年を対象としたデイキャンプの開催等の非行防止活動
更生保護施設訪問
非行や不登校で学校になじめない子供を対象としたグループワーク（ハイキング
親子ふれあい工作教室）の開催 など

（＊）ともだち活動とは，非行のある少年や社会に適応できないなど様々な悩みを抱えた少年を対
象に，ＢＢＳ会員が，グループワーク等の方法により対象の少年の良き話し相手や相談相手と
なることを通じて，対象少年の自立を支援することを目的とする活動。

• 管内には３４地区会が組織されており，会員数は１２，４４５人。
• 主な活動内容は，

更生保護施設や矯正施設訪問
非行や子育て支援をテーマとした講演会や座談会の開催
犯罪予防活動への協力 など

（このほか，地域の人々を対象に身近な家庭問題や子育て，非行などについて話し合うミニ集会
（地域との連携・協働活動）を積極的に開催。）

保護司等民間協力者及び民間団体の状況

（２）更生保護女性会の状況（平成２９年４月１日現在）

（３）ＢＢＳ（Big Brothers and Sisters Movement）の状況（平成２９年４月１日現在）

• 協力雇用主とは，保護観察対象者等の前歴等を承知の上で雇用し，その改善更生
に協力する民間の事業主である。

• 当庁には，８４８事業所が登録されている。

保護司等民間協力者及び民間団体の状況

（４）協力雇用主の状況（平成２９年４月１日現在）

製造業 建設業 サービス業 卸小売業 運送業

電気・
ガス・
水道
工事
業

その他 合 計

協力雇用主数 ３３ ４９５ １９８ ２８ ４０ ２７ ２７ ８４８

【協力雇用主の業種（平成２９年４月１日現在）】
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• 管内では１７法人が更生保護施設を設置運営（うち２法人（静修会，東京実華道場）はそれぞれ２施設ずつ運営）
• 都内にある１９の更生保護施設全体の定員は４５２人（平成２９年４月１日現在）
• 平成２８年度中に収容保護した人員は１，６２３人

更生保護法人名
更生保護施設名

（所在地）
収容定員

種 別
備 考

男 女

本
庁

更新会 更新会（新宿区） 20 20 成人男子対象

興楽会 興楽会（板橋区） 20 20 成人男子対象

斉修会 斉修会（新宿区） 20 20 成人男子対象

慈済会 慈済会（荒川区） 20 20 成人男子対象

新興会 新興会（豊島区） 27 27 成人男子対象

真哉会 真哉会（足立区） 20 20 成人男子対象

静修会
足立寮（足立区） 45 45 成人男子対象

荒川寮（荒川区） 20 20 成人・少年女子対象

清和会 清和会（足立区） 36 36 成人男子対象

善隣厚生会 善隣厚生会（渋谷区） 20 20 成人男子対象

東京実華道場
ステップ竜岡（文京区） 17 17 成人・少年男子対象

ステップ押上（墨田区） 38 38 成人・少年男子対象

東京保護観察協会 敬和園（中野区） 18 18 成人・少年男子対象

日新協会 日新協会（荒川区） 27 27 成人・少年男子対象

両全会 両全会（渋谷区） 20 20 成人・少年女子対象

本庁合計 368 328 40

立
川
支
部

鶴舞会 鶴舞会（町田市） 20 20 成人・少年男子対象

くにたち安立 くにたち安立（国立市） 35 35 成人・少年男子対象

自愛会 自愛会（八王子市） 15 15 成人・少年男子対象

紫翠苑 紫翠苑（八王子市） 14 14 成人・少年女子対象

支部合計 84 70 14

保護司等民間協力者及び民間団体の状況

（５）更生保護施設の状況
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